
   地域計画の変更（案）について 

 

１ 変更の理由 

地域計画変更申出書の提出があったため、地域計画を変更するもの。 

 

２ 対象地区及び変更の目的 

（１）寺西・御薗宇・三ツ城地区：農地転用（農地法第５条）の申請に向けた変更 

（２）郷田地区：農地転用（農地法第５条）の申請に向けた変更 

（３）板城地区：農地転用（農地法第５条）の申請に向けた変更 

（４）小谷地区：将来の地域内の農業を担う者に位置付けるために変更 

 

３ 変更の内容（詳細については、地域計画変更（案）をご確認ください。） 

 

（１）寺西・御薗宇・三ツ城地区（令和７年１１月第１回変更） 

【変更前】 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

 

【変更後】 

 ４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

   

 

（２）郷田地区（令和７年１１月第１回変更） 

【変更前】 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

 

【変更後】 

 ４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

   

 

 

 

 

属性 
農業を担う者 

（氏名・名称） 

現状 10 年後 

経営面積 経営面積 

計 118 経営体 124.3ha 124.3ha 

属性 
農業を担う者 

（氏名・名称） 

現状 10 年後 

経営面積 経営面積 

計 118 経営体 124.0ha 124.0ha 

属性 
農業を担う者 

（氏名・名称） 

現状 10 年後 

経営面積 経営面積 

計 111 経営体 162.0ha 162.0ha 

属性 
農業を担う者 

（氏名・名称） 

現状 10 年後 

経営面積 経営面積 

計 111 経営体 161.8ha 161.8ha 



（３）板城地区（令和７年１１月第１回変更） 

【変更前】 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

 

【変更後】 

 ４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

 

 

（４）小谷地区（令和７年１１月第１回変更） 

【変更前】 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 

  （２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標 

現状の集積率 25.6% 将来の目標とする集積率 50.0% 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

 

 

【変更後】 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 

  （２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関する目標 

現状の集積率 26.3% 将来の目標とする集積率 50.0% 

 ４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

 

属性 
農業を担う者 

（氏名・名称） 

現状 10 年後 

経営面積 経営面積 

計 90 経営体 69.8ha 69.8ha 

属性 
農業を担う者 

（氏名・名称） 

現状 10 年後 

経営面積 経営面積 

計 90 経営体 69.6ha 69.6ha 

属性 
農業を担う者 

（氏名・名称） 

現状 10 年後 

経営面積 経営面積 

計 43 経営体 59.5ha 59.5ha 

属性 
農業を担う者 

（氏名・名称） 

現状 10 年後 

経営面積 経営面積 

計 44 経営体 59.5ha 59.5ha 


